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・変 動

と 1該 当する□には、 レ印を記入してください,特 定事業者以外で自主参力Dされる事業者の方は、レ印の記入!i不要です。

2「 甚摯年度りと!itl画期間の前年度を '日 済年度|と ,t計画期FnRの最終年度をいいます。

3「 事業所年排出区分Jと は 京 都市内の車業PTr等の享繋活動のためのエネルギーの使用に伴い発生する退室/Jl果ガスを  「輸送車両排出区分J

とti tt jrl車運送事業者についてli使用のキ把の位置を京都市内とする車両の排出する温室功男〃スを 嫉 道事業者については保有する貨物車

両又は旅を車両の排出する,最=効 果〃スを 「 その也排出区分Jと は、上記以タトの京都市内における事業所年の事業活動に14い発生する温室効

果〃スをいいます
4「 特記事項Jに は 平 成 2年 度 (1990年 度)を 基準とした排出量の対比やエネルギー原単位C02排 出畳、省エネ製品開発などlL者の温室

効果〃ス排出印1滋への貢献 グ リーン師産のキ用 特 定フロンなどの条例指定外の温室効果ガスの高Ⅲ減などを記入してくださいv
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低所 て法人にあつては、主たる事務所の所在地)

京都市下京区烏丸通塩小路下る束塩小路町 90 2番 地

氏名 (法人

京都スラ

代表取存シ
株式会社
興 彦

特定事業者の

主たる業種

蝉 ダ イ

r E 」チベ ロツハ~

該 当す る事業

者要件
万 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (県担に換

算 して1,500キロツントル以上))

打賓鷲果安硲混蟻北Eヂ斉ゾ町盆署額世分撰齢 盈譜
民暑岳若号暑畳揚畳暑晏岳贅岩層韮そ戸昼聖雪や沓盪梶僕撃羅盆轡を得畢科徹卜|)サi,そ5t:;う

計 画 期 茂 平成 1 8年 4月 平成 20 年 3月

基 本 方 針 エネルギー消費管理の徹底、省エネ設備、器具の導入等を積極的に推進し、資源の適正かつ有効な活用を
通 じて地球環境に優 しい企業を目指す。

推 進 体 制 技術管理部長及び設備担当者を中心としてエネルギーの適正管理、省エネ施策の推進を図る。

年度 ことの具

体的な取組及
び措置

エ 内

18～ 1 9 主要機器の省エネ化
憂調顧衷百台)、 外調機 (4台 )、 氷番熱装置の適正な連転管理を維凝実TEし、エネル千一

消費効率の向上に努めるハ                     ′

熱搬送設備等
ポンフのつ′ヽ‐ター化 (冷却水ポンブ 5 5 KWT× 4台 )遊 路空調校の連転制御分HEによう効挙

的な距転

変電設備 基準エネルギー消費効率以上の効率のものに取 り替える。

温室効果 ガス

の排出量等 排出区分

基準年度 (実績 )

(17)年 度
(二酸化炭策換算 (t))

日棟年度 (計口)
(19)年 度

〈二酸化炭素棋算 (1))

自J J茨挙

(計画 )

(%)

A事 業所等排出区分 4,156  t t
,014/。

B輸 送車両排出区分 O  t O  t
e/6

cそ の他排出区分 O   t O   t
C/c

排出合計 ■1               4,156  t Ⅲ2             4,151  t - 0 1 %

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

(二酸イヒ炭素換寡 (t

森林の保全及び整備 (整備面積) 〈吸収畳) t

府内産の木材の利用 (利用な) m' (削減曇) t

自然エネルギーを利用 した電
力又は熱の供給

〈売電畳) (崎Ⅲ減i) t

(熱供給 畳) CJ (削減畳) t

グ リー ン電力の購入 〈購入畳) 〈削減室) t

削減量等合計 t

差引排 出畳

〈リト出合計一削滋等合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)

章'                4 156  t `'2)―('3)          4151  t -01 %

当社てほ、 1998年 を基準として省エネ化を推進し (各種機器の適正な運転管理、各階残の防l■l扉の設置、通路空

調機の運転制御分日に)等 に取組み、 2005年 度末で既に使用電力量で12 1%の 削減を達成し、エネルギー消費効

率を改善している。
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